
平 成 ２ ０ 年 ６ 月 

中部電力株式会社 名古屋支店 

岡 崎 支 店 

工工事事現現場場ににおおけけるる感感電電災災害害のの防防止止ににつついいてて  
  

『 感 電 災 害 の 撲 滅 ！ 』 
主な災害事例に類似した感電事象の発生が後を絶ちません！配電線等へ接近して作業される場合は、必ずお近くの中部電力営業所へ事前に 

ご相談いただきますようお願いいたします。 

中部電力からのお願い １ 過去の感電災害（当社把握分） 

 発 生 件 数 

（名古屋，岡崎支店分） 

平成１７年度 ６件 

平成１８年度 ０件 

平成１９年度 ０件 

２ 主な災害事例 

発 生 日 時 平成１３年８月２７日（月）１４時３０分頃 平成１５年６月６日（金） 平成１２年８月８日（火）１３時５０分頃 

発 生 場 所 安城市 地内 刈谷市地内（お客さま構内設備での事故） 名古屋市瑞穂区 地内 

発 生 概 要 
工場の鉄骨を塗装中に、高圧引込線用柱の高圧（６，６００V）ケーブルの接続

点付近に接触して感電し、１ｍ程下の屋根に墜落した。 

鉄骨の塗装作業中に、お客さまの高圧（６，６００Ｖ）ケーブルが邪魔に

なり、右手で移動させるため触れた時に感電し、墜落負傷した。 

外壁塗装工事に伴う足場組立中に、足場がお客さまの高圧（６，６００V）ケー

ブルに引っかかり、作業者は足場を外そうと試みたところ感電負傷した。 

事 

故 

状 

況 原  因 
・接近作業となるお客さま側の高圧線（ケーブル）部に仮防護措置を講じていない。

・高圧ケーブル部分を足場にして作業を行った。 

・監視者もなく単独作業を行っていた。 

接近作業となるお客さま側の高圧線（ケーブル）部に防護措置または、 

予防措置とした停電による作業を実施していない。 

・監視者もなく単独作業を行っていた。 

・接近作業となるお客さま側の高圧線（ケーブル）部に仮防護措置を講じていない。

・防護措置を講じていない高圧線（ケーブル）部に引っかかり接触したに

もかかわらず皮手袋のまま足場に触れてしまった。 

負 傷 程 度 死 亡（感 電） 電撃症･･･（流入部：右手人差指、流出部：左ひじ、左足もも、左足ふくらはぎ、右腰） 熱 傷（２～３度） ･･･（流入部：右手指、流出部：左手・左大腿部・右膝）

  

状 況 図  

備  考 
平成１６年４月～平成２０年４月の間に、類似した感電事象が

４件発生！ 
－ － 
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